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①　事業主は介護に直面した旨の申出をした労働者
に対して介護両立支援制度の周知・意向確認が義
務付けられました。
　　介護に直面したらすぐに仕事と介護を両立する
働き方について会社と相談しましょう。
②　介護保険サービスを利用し、自分一人で「介護
を抱えすぎない」ようにしましょう。
③　ケアマネージャーを信頼し、何でも相談しましょ
う。

　要介護区分が「1」あるいは要介護区分がついて
いない状態であっても、常時介護を必要とする状態
に関する判断基準（二次元コード）に該当し、その
状態が継続すると認められる場合も
該当します


